
告

示

○
福
岡
県
職
員
住
宅
貸
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー)

一

福
岡
県
告
示
第
四
百
七
号

福
岡
県
職
員
住
宅
貸
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
職
員
住
宅
貸
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

福
岡
県
職
員
住
宅
貸
付
要
綱

(

昭
和
三
十
九
年
五
月
福
岡
県
告
示
第
四
百
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

県
職
員
採
用
試
験
に
合
格
し
て
い
る
者
で
、
県
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
と
見
込
ま
れ
る
も

の
第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

規
則
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
人
材
確
保
の
た
め
に
知
事
が
必
要
と
認
め
た
者
は
、
次
に
掲
げ
る

者
と
す
る
。

一

第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
臨
時
職
員
で
あ
る
者
で
、
現
住
所
か
ら
の
通

勤
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
も
の

二

第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
で
、
現
在
の
住
居
を
退
居
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
他
に
住
居
の
な
い
も
の

三

そ
の
他
知
事
が
認
め
た
者

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

…
…
…
…
…
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